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令和 6 年度第１回 新宿区労働報酬等審議会 議事概要 
 
開催日時 
開催場所 

令和 6 年８月２0日（火） 午前１０時から 
新宿区役所本庁舎４階 ４０１会議室（入札室） 

出席委員 松 尾 紀 良  会 長 
石 川 光 子  副会長 
西 郷 直 紀  委 員 
吉 田 一 雄  委 員 
八 木 信 男  委 員 
角 谷 美 樹  委 員 

次  第 １ 開  会 
２ 部長挨拶 
３ 議  事    
（１）令和６年度労働報酬下限額について（答申）における付帯意見等について 
（２）公契約締結事業者モニタリングの実施状況について 
（３）令和 7年度労働報酬下限額について 
４ その他 
５ 閉  会 

議  事 
 

（契約管財課長）それでは始めさせていただきます。本日はお忙しい中、お集ま
りいただきまして誠にありがとうございます。本日の事務局を務めさせていただ
きます総務部契約管財課長の井上です。本日は令和６年度の初めての労働報酬等
審議会となります。議事に入るまでの間、事務局の進行で進めさせていただきま
すので、よろしくお願いいたします。 
 恐縮ですが、ここから座って進めさせていただきますので、よろしくお願いい
たします。 
 今日では長引く物価高や乱高下する株価や為替レート、ウクライナやパレスチ
ナ情勢の長期化など社会経済情勢の不透明な状況が続いているところです。この
ような状況が区民生活や地域経済活動に大きな影響を与えており、このような状
況の中で、令和７年度の労働報酬下限額をご審議いただくことにつきましては、
非常に重要なところとなると認識しております。委員の皆さま方におかれまして
は、今年度も何卒よろしくお願い申し上げます。 
 お手元に本日の次第をはじめ、資料を配布しております。なお、配布資料の確
認は後ほど改めて行わせていただきます。 
 次に事務局から委員の皆さまのご紹介をさせていただきます。まず松尾会長で
す。 
（松尾会長）松尾です。よろしくお願いします。 
（契約管財課長）石川副会長です。 
（石川副会長）石川です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）西郷委員です。 

資料３ 



2 

（西郷委員）西郷です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）八木委員です。 
（八木委員）八木です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）角谷委員です。 
（角谷委員）角谷です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）吉田委員です。 
（吉田委員）吉田です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）審議会の委員数は、公契約条例施行規則第６条によりまして、
学識経験を有する者２人以内、事業者２人以内、労働者２人以内を以って組織す
ることとなっております。委員の皆さま、引き続きどうぞよろしくお願い申し上
げます。 
 次に、私ども区の職員を紹介させていただきます。まず初めに鯨井総務部長で
す。 
（総務部長）鯨井です。よろしくお願いします。 
（契約管財課長）廣橋契約係長です。 
（廣橋係長）廣橋です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）勝又契約主査です。 
（勝又）勝又です。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）山契約係担当です。 
（山）山と申します。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）榎本行政管理課行政管理主査です。 
（榎本）榎本です。よろしくお願いします。 
（契約管財課長）最後になりましたが、私、契約管財課長の井上です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。続きまして総務部長からご挨拶を申し上げます。部長、
お願いいたします。 
（総務部長）改めまして、皆さまこんにちは。総務部長の鯨井です。８月４日付
で前任の山田部長から交代をいたしまして、総務部長を拝命させていただきまし
た。何卒よろしくお願いいたします。 
 令和６年度新宿区労働報酬等審議会の開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し
上げます。委員の皆さまにおかれましては、日頃から様々な場面で区政の運営に
多大なご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。また、ご多忙にもかかわらず、
審議会の委員としてご尽力いただき、誠にありがとうございます。この審議会は、
区が契約する工事請負契約・業務委託契約、および指定管理協定に対しまして、
各業務に従事する労働者に支払われる労働報酬下限額等について、ご審議をお願
いしているところです。私は区が公契約の労働報酬下限額を定める場合、異なる
立場の委員の皆さまが議論していただくことがとても大切、そして重要だと考え
ております。委員の皆さまにおかれましては、社会経済情勢や区、他の自治体と
の状況を考慮しながら、十分なご審議をいただきますようにお願いいたします。
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以上、開催にあたりまして、非常に簡単でございますけれども挨拶とさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。 
（契約管財課長）部長、ありがとうございました。それでは審議会の開会に移ら
せていただきます。開会にあたりまして定足数を確認させていただきます。会の
成立につきましては、委員６名の過半数、４名以上の出席を必要といたします。
本日、委員の皆さま全員である６名にご出席いただいておりますので、新宿区公
契約条例施行規則第８条の規定に基づきまして、本日の会議は成立していること
をご報告申し上げます。 
次に本日の配布資料を確認させていただきます。次第を１枚おめくりいただき

まして、まず資料１「新宿区労働報酬等審議会委員名簿」、次に資料２「令和６年
度労働報酬下限額について（答申）」、次に資料３「委託契約最低賃金一覧」、A４
横使いのものです。次に資料４「公契約締結事業者モニタリングの実施状況につ
いて」、その次に資料５「令和７年度労働報酬下限額について」、以上となります。
不足の資料はありませんでしょうか。よろしいですか。もし不足の資料がありま
したら、お申し出いただきたいと思います。それでは、これからの進行につきま
しては、松尾会長にお願いしたいと思います。松尾会長、よろしくお願い申し上
げます。 
（松尾会長）それでは、ただ今から令和６年度第１回新宿区労働報酬等審議会を
開催させていただきます。次第に沿って進めさせていただきます。 
 議題の第１は、「令和６年度労働報酬下限額について（答申）における付帯意見
等について」です。まず、事務局から説明をお願いいたします。 
（契約管財課長）事務局です。それでは、資料２の裏面をお願いいたします。「３ 
付帯意見」、そして「４ 今後の検討課題」、こちらをご覧いただきたいと思いま
す。これが本年１月９日付で労働報酬等審議会会長の松尾会長から区長宛の答申
をいただいた内容になっております。まず、「（１）区の規定に「受注者の連帯責
任条項」を取り入れる議論を開始すること」、「（２）工事と委託・指定管理のそれ
ぞれについて、実情に合わせて実態把握可能なようにアンケートの改善を図るこ
と」、これは昨年の付帯意見の持ち越し項目となっています。「４ 今後の検討課
題」といたしまして、「（１）郊外施設（神奈川・山梨・長野）に関する労働報酬
下限額の設定方法について検討を行うこと」、「（２）新宿区の地域性や課題に則し
て、職種別の労働報酬下限額設定について調査・検討を行うこと」、このような付
帯意見と今後の検討課題をいただいたところです。これにつきまして、資料３の
A４横使いのカラー刷りのものでご説明させていただきます。まず３の「（１）区
の規定に「受注者の連帯責任条項」を取り入れる議論を開始すること」というと
ころです。資料３の右から２つ目の列のところをご覧いただきたいと思います。
青色がかかっているところが公契約条例を制定する自治体でございまして、それ
ぞれ連帯責任条項があるのか、ないのかということを記載しています。あるとこ
ろで申し上げますと千代田区は条例ではなく、条例の施行規則の中で、この連帯
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責任条約を取り入れていることです。墨田区につきましては、本年の４月１日か
ら公契約条例を施行しており、条例の中で連帯責任条項を設けています。その下
の１０番の目黒区ですが、目黒区も条例で連帯責任条項を取り入れています。そ
の次、世田谷区は飛ばしまして、１３番の渋谷区から杉並区までの３区につきま
しても、条例の中で連帯責任条項を取り入れています。裏面をお願いいたします。
北区は連帯責任条項は設けておらず、足立区と江戸川区はそれぞれ条例の中で連
帯責任条約を設けています。最後に確認させていただきますと、この連帯責任条
項と申しますのは、区が元請けにまず工事請負代金を払いますが、その中から労
働報酬下限額以上の金額を一次下請け、二次下請け、多ければ三次下請けも含め
てですが、これも公契約条例の適用対象になっておりますので、そこの下請け業
者も含めまして、区の定める労働報酬下限額以上の支払いというのを条例では義
務付けているところです。一次下請け、二次下請け、三次下請けが労働者に対し
て仮に労働報酬下限額以下の報酬しか支払ってない場合は、その受注者である元
請けに支払い義務を負わせるというのが連帯責任条項でして、現在、千代田区を
はじめ、８区がこの連帯責任条項を設けているところです。このうち、先ほど申
し上げましたように、千代田区だけが施行規則、これは千代田区はもともと条例
の中では定めていなかったのですが、施行規則を改正する形で連帯責任条項を取
り入れたので、このような状況になっています。また資料２にお戻りいただきま
して、「付帯意見」の（２）です。「工事と委託・指定管理のそれぞれについて実
情に合わせて実態把握が可能なようにアンケートの改善を図ること」につきまし
ては、この後の議題にあります公契約締結事業者モニタリングの実施状況、こち
らの方でご説明させていただきたいと思っています。「４ 今後の検討課題」です
が、「郊外施設（神奈川・山梨・長野）に関する労働報酬下限額の設定方法につい
て検討を行うこと」につきましては、恐れ入りますが、資料５の３ページをご覧
ください。「（２）参考資料」ですが、郊外施設というのが一番下の表になってい
ます。それぞれの施設ごとに令和６年度労働報酬下限額を記載しています。中強
羅区民保養所「箱根つつじ荘」につきましては１，１５３円、区民健康村「グリ
ーンヒル八ヶ岳」につきましては９７８円、女神湖高原学園「ヴィレッジ女神湖」
につきましては９８８円という労働報酬下限額を設定しています。この金額につ
きましては令和５年１０月から適用されますそれぞれの地域における最低賃金の
２カ年分を乗せるというかたちで、この労働報酬下限額を設定しています。昨年
度のこの審議会におきましても、昨年度、最低賃金が史上最大の上げ幅でしたの
で、今年度も同じ額の上げ幅であろうと想定して２カ年分乗せました。しかし、
ご承知の通り、今年度の中央最低賃金審議会の公益委員の目安として出されたの
が、全国を A、B、Cという３つの地域に分けているなかで、全部の地域につきま
して一律で５０円上げるというかたちで、令和６年１０月から適用される最低賃
金が示されたところです。最低賃金の２カ年を積んで郊外施設について、労働報
酬下限額を定めるというのはもう論理的に無理がありますので、今後、第２回の
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当審議会におきまして新たな選定の考え方についてお示ししたいと考えていま
す。 
 再度、資料２にお戻りいただきまして、「４ 今後の検討課題」の（２）です。
「新宿区の地域性や課題に則して職種別の労働報酬下限額設定について調査・検
討を行うこと」というご意見をいただいたところです。再度、A４横使いの資料３
をご覧ください。右から３列目に「職種別の設定」の有無を記載しています。ま
ず上からいきますと千代田区については、職種別の労働報酬下限額の設定があり
ます。備考欄に参考として職種と労働報酬下限額を記載しています。港区は、要
綱により下限額を設定しているのですが、港区も職種別の最低賃金を設定してい
ます。裏面を見ていただきまして、下から３つめの２１番の足立区は、保育士に
限っているのですが、職種別の設定をしています。足立区の備考欄をご覧いただ
きますと１，３１９円ということで、通常の委託契約については労働報酬下限額
は１，２１９円なのですが、保育士については１，３１９円と、それぞれ設定し
ているというところです。現状では２３区で申し上げますと、要綱も含めまして
３区が職種別を設定している状況です。 
 大変雑駁ではございますが、事務局からの説明は以上です。ご審議のほどよろ
しくお願い申し上げます。 
（松尾会長）ありがとうございます。今の事務局からの説明に対して、まずご質
問のある方はいらっしゃいますか。 
（八木委員）それでは私から。まず資料２の「３ 付帯意見」の（１）の連帯責
任条項ですが、考え方としては、前向きに検討というか、やっていこうというス
タンスとして理解してよろしいでしょうか。 
（契約管財課長）他の自治体の例を見ますと大半で入っているというような状況
ではあります。後ほどご説明させていただきますが、公契約締結事業者モニタリ
ングというのを今年度から試行的に開始しています。先の議題に入ってしまうの
ですが、今年度は業務委託について行い、来年度から工事請負契約と業務委託で
行います。指定管理者についても、この公契約締結事業者モニタリングというの
を実施してまいりまして、その中で賃金台帳など、そのようなところもチェック
していこうと思ってます。今年度は基本的には３件を行うのですが、来年度から
１０件ずつ行っていくという予定でして、そのモニタリングの状況を見ながら、
どのように規定していくのが良いのか検討したいと考えております。 
（八木委員）そうなると令和７年度に向けて、という理解でよろしいですか。 
（契約管財課長）今年度にまずモニタリングを試行的に行い、来年度、本格的に
実施して行きます。来年度のモニタリングの発注時期のよりまして、例えば、第
１回までに報告書が出てくるのか、それとも第２回になるのかということもあり
ますが、まず報告書の中身をこの審議会にお見せいたしますので、そこでご議論
いただきたいと思っています。 
（八木委員）よく多摩市の話が引き合いに出ますが、近隣で連携責任条項を入れ
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ているということは、受注する側にとっても、１つのポイントになると思います
ので、是非、新宿区でも出遅れないように強力に推進していただきたいと思って
おります。また、「今後の検討課題」の（１）の郊外施設のところですが、業務委
託に関しては、例えば新宿区で言えば、初任給の基準その他の基準を勘案すると
あるのですけど、だいたいその線で考えていらっしゃるのですか。それともまた
今の情勢を見ながら新しい基準を考えているのですか。 
（契約管財課長）郊外施設というご質問でよろしいでしょうか。郊外施設につき
ましては、基本的には、まず新宿区労働報酬下限額が出ますので、それを参酌す
るということです。もう最低賃金を２年分積むというのは、これだけ最低賃金が
毎年、史上最大の上げ幅になっている中で、最低賃金を２カ年分引き上げるだけ
では、もう追いついていきません。そうなると新宿区における労働報酬下限額を
ベースにした考え方になると思っておりますので、第２回でお示ししたいと考え
ております。 
（松尾会長）他に質問がある方はいらっしゃいますか。質問だけではなくて、ご
意見を含めてある方がいれば、言っていただきたいのですけれど。どうぞ。 
（角谷委員）今、課長にご説明いただきました付帯意見のアンケートの改善のと
ころで、今度、モニタリングしていくといったところですが、新たにモニタリン
グで乗り出していくことにプラスして、今までやっていたアンケートは今年度 
１年かけて改善して、来年どうするかという話だったと思うのですが、そこは併
せてやっていただけるということでよろしいですか。 
（契約管財課長）事務局でございます、角谷委員からのご意見ありましたが、ア
ンケートはアンケートで来年度以降に実施いたします。同時にモニタリングもや
っていき、両輪で動かすということです。 
（角谷委員）中身の改善については、第２回以降に議論ということになりますか。 
（契約管財課長）アンケートの方の中身につきましては、第２回か第３回で事務
局案をお出ししますので、そこでご議論いただきたいと思います。 
（松尾会長）他にいらっしゃいますか。 
（吉田委員）すいません。 
（松尾会長）どうぞ。 
（吉田委員）参考にですが、もう連帯責任条項をやっている区は、協力業者に対
しての支払いについて、どうやって把握しているのですかね。 
（契約管財課長）事務局でございます。大変申し訳ないのですが、今回、まず規
定の有無だけを調べております。今後、実際に入れている区に対して、実施状況
等を調査した上で次回以降の審議にお出ししたいと思っております。それも全部
踏まえてご議論いただきたいと思います。 
（八木委員）そうですね、確かに施工体系も含めて、何次までやっているかも含
めて、いろんなデータ欲しいですよね。そうしないと分からないですよね。 
（吉田委員）払うのはいいのですけどね。これ以上、書類作業がまた膨大に増え
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ると、本当に大変になってしまいます。 
（契約管財課長）すみません。なるべく事業者の皆さまにはご負担はかけないよ
うにと思うのですが、一定の書類を出していただくことにはなろうかと思います。 
（松尾会長）事務局の案が出たところでご議論いただければと思いますので、こ
の程度でよろしいですかね。 
（契約管財課長）今、吉田委員からもありましたが、実際に連帯責任条項を制定
している区はどのようにやっているのかというところについて、情報がもらえる
ところはお出しできますけども、まだ聞いておりませんが、もしかしたらご協力
いただけない区もあるかもしれません。ご協力いただけるところの情報はお出し
したいと思っています。 
（松尾会長）分かりました。その資料をまとめていただいて、具体的にどういう
かたちで他のところで行われているかということが重要だと思います。よろしく
お願いします。どうぞ。 
（角谷委員）職種別のところですが、ご用意いただきました資料には２３区だけ
ということなのですが、三多摩の方にもありまして。 
（契約管財課長）そうなんですね。市部の方が多いのです。 
（角谷委員）多摩市でもありまして、三多摩格差ともいわれていますけど、三多
摩のほうから新宿に働いている方もたくさんいます。多摩市にもあるということ、
先ほどの連帯責任条項との関係でいうと、多くの自治体がやっているということ
がお話の流れにあるかもしれませんが、職種別については多くの自治体が定めて
いるわけではないということがあります。議論としては中野区と世田谷区などで
も議論をしています。新宿区は時給単価ですと、都心部であるということで結構、
人件費がかかります。資料５の参考６に、委託契約における下限額の表をご用意
いただいていると思いますが、１，４００円以上のところがすでに１００件、 
３３.４%に至るということからすると、今定めている下限額よりも、もっともっ
と人件費が新宿ではかかっているのではないでしょうか。ここにおいては、人材
確保のためにより多くの事業者さんが人件費として費用が必要だということが示
されていると思います。これは労働環境確認報告書で確認されていると思うので、
どこの業種の方々が高い位置になっているのか把握されていると思います。重点
的に人材確保が必要なところを、ある程度把握されていると思いますが、いかが
ですか。 
（契約管財課長）今日、お出ししている資料を作成する段階では、この何％の中
にどんな職種が入っているのかというところはまだ調べていません。ただ、労働
環境確認報告書を調べれば、１番下限額の低い職種と金額が載っていますので、
それを確認することは可能です。委託ですと大体３００件程度あるのですが、労
働環境確認報告書を確認すれば３００件の中で下限の職種の方がいくらかってい
う一覧は、次回にお出しできます。それを見てご議論いただくのが一番よいと思
います。 
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（角谷委員）新宿区では、職種別下限額の設定が、地域的に必要性はあるのでは
ないかということを踏まえて、ご議論いただけたらと思います。 
（契約管財課長）こちらでよろしいでしょうか。当然、職種別を定めている自治
体で、例えば１番近々ですと千代田区も定めていますので、千代田区にこの職種
別を定めた経緯ですとか、これを定めることによってどんな効果があったのか、
それも調べていきたいと思っております。調べた結果がまとまりましたら、審議
会のほうにも情報として提出させていただきたいと思います。 
（八木委員）職種別の話で言うとそうなのでしょうけれど、例えばこの資料３で
も、港区と足立区で保育士さんの金額が出ていますが、やっぱり区として重点政
策課題的なところであえて決めていると思います。ただ単に相場ではなくて、こ
こはきっちりと確保したいということですね。今日、おそらく区議の方もいらっ
しゃるかと思いますが、その辺も含めて政策的に行っていただきたい。保育士で
勝負しろとは言いませんが、区政運営をやる中で、重点的に職種を検討、あぶり
出していくというのが必要なのかなと思います。１つやっていくことによって、
それがきっかけになって、いろんな比較も出てきますし、最終的には周辺区との
平準化になるだろうと思いますので、その辺は一歩踏み込んでもいいのかなとい
う気がします。 
（契約管財課）事務局からよろしいでしょうか。 
（松尾会長）どうぞ。 
（契約管財課長）今、八木委員から貴重なご意見をいただいたところです。まず
は議論の出発点として、今、労働環境確認報告書で把握している職種とそれぞれ
の最低賃金を一覧としてお示ししたいと思っています。そしてまた、この審議会
で委員の皆さんにご議論いただきたいと考えています。 
（松尾会長）そうですね。その資料が出たところでご議論いただくということで
どうでしょうか。分かりました。それでは、この議題についてはこの程度で終わ
りたいと思います。 
 それでは議題の第２に移ります。「公契約締結事業者モニタリングの実施状況に
ついて」です。まず事務局から説明をお願いいたします。 
（契約管財課長）事務局です。それでは資料４「委託仕様書」という資料をご覧
いただきたいと思います。先ほど少し簡単に触れさせていただきましたが、今年
度から公契約締結事業者モニタリングということで、公契約締結事業者の労働環
境のチェックをしていきたいと考えています。すでに東京都社会保険労務士会の
新宿支部さんと契約を締結させていただいています。仕様書の中身については、
詳細の説明は省かせていただきます。どのようなことにやるのかというのが１枚
おめくりいただきまして、別紙１の確認項目というところをご覧いただきたいと
思います。確認項目が１から１０７までございまして、これらの項目につきまし
て、複数の社会保険労務士の先生にチェックしていただくというものです。別紙
１の３枚目をご覧いただきますと評価凡例というものが１番下にあります。それ
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ぞれ社会保険労務士の先生にチェックしていただきまして、A、B、C、Dの評価
をしていただきます。１枚おめくりいただきまして、別紙２「労働条件調査準備
書類一覧」というところですが、この調査の対象になった事業者さんから提出し
ていただく資料の一式になっています。１番右の列に事前提出に丸が付いている
ものが、あらかじめ事業者から区のほうに提出していただき、その提出していた
だいた書類を社会保険労務士会さんにお渡しして中身をチェックしていただきま
す。中身をチェックした上で、改めて社会保険労務士の先生が当該事業者に対し
てヒアリングを実施するといった流れになっています。今年度につきましては試
行ということで、３件の業務委託契約、それも委託の仕様書の中でポスト数や人
員を定めている業務委託契約につきまして、３事業者を選びまして、労働環境モ
ニタリングを実施していきたいと考えております。来年度以降について申し上げ
ますと、１０件を予定しているところでして、来年度以降は業務委託契約に限ら
ず、工事請負契約と指定管理協定を対象に、合計１０事業者に対してこの労働環
境モニタリングを実施していきたいと考えています。これに加えて、先ほど角谷
委員から意見がありました従来の公契約条例アンケートの改良版を第２回以降に
お示ししますので、来年度以降はこの労働環境モニタリングと併せまして、公契
約条例アンケートを実施いたしまして、それを両輪にして、より新宿区における
公契約締結業者のコンプライアンス意識の向上を図っていきたいと考えていま
す。雑駁ではございますが、説明は以上となります。 
（松尾会長）ありがとうございました。今の説明に対して質問はありますでしょ
うか。質問ではなくて、ご意見も合わせて、あればお願いしたいと思います。は
い、角谷委員。 
（角谷委員）まず昨年度、石川副会長からご提案いただいたモニタリングは今年
度は難しいというお話だったのですが、今年度からやっていただけるということ
でありがとうございます。世田谷区のものを踏まえた作りで、そこにさらに改良
していただいているとお見受けいたしました。世田谷区では９１項目のところ、
新宿区では１０７項目に増やされていて、今の情勢上、必要な部分とかを足して
いたりしていると思いますが、さらに事前提出の欄を増やされたりとか、最新の
情報のところをアップデートしていただいている回答でありがとうございます。
取り組むにあたって、その事業者の理解を得ていただくのが大事と思っておりま
す。そもそもその条例の目的として、「事業者の提供するサービスの質の向上のと
ころがあるのですが、事業者の方にはご負担になるといったことも踏まえて、条
例の目的である公契約の公平かつ公正な入札制度、労働者等の適正な労働環境を
確保することにより、適正な履行及び良好な品質の確保を図ることにより、区民
サービスの向上、及び地域経済の活性化」ができるというところを、改めて強調
していただいたほうがよろしいと思っています。新宿区では、以前の要綱の時代
からそうだったと思いますが、当初、事業者への負担を考慮して、台帳方式では
なくてチェック方式を取っていると思うのですが、条例の実効性を高めるという
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ところから、アンケート調査の実施を始め、今回アンケート調査の改良、拡大、
アンケートにプラスしてこのモニタリングの実施という流れになっていると思い
ます。その辺のそもそもの条例の目的や実効性を高めるための取り組みというと
ころのご理解をいただける様ご説明を、事業者の負担だけが大きくなってしまう
とよろしくないと思っております。工事のほうも含めて１０件やっていただける
ということですが、企業規模ごとに大・中・小みたいに抽出するようですか。 
（契約管財課長）正直、まだ本年度始めたばかりでして、ようやく今年度は委託
において、仕様書で人員、ポスト数が定められている業務委託契約の締結事業者
に対して、私から直接お声だけさせていただいている状況です。来年度以降につ
きまして、今、角谷委員からありましたように、工事の請負業者が大企業、中小
企業なのかどうなのかというところですが、まず来年度の公契約締結事業者、落
札業者を見て、そこで検討していきたいと思っています。今の段階で大・中・小・
云々というところは答弁を差し控えさせていただきたいと思います。実は今年度
は、年度当初ではまだ実施予定がなかったものですから、事業者さんへのアナウ
ンスがされておらず、私のほうから直接お電話させていただいて、しっかり協力
していただける事業者にお願いしているところです。今の予定で申し上げますと、
第２回の審議会には今回の調査した結果の報告書をお示しできるのかなと思って
おります。まだ事業者につきまして、まだ依頼している段階ですので、どこの事
業者かと申し上げることはできませんが、報告書が出た段階で、この３事業者に
対してモニタリングの実施結果について、この審議会でお示ししたいと考えてお
ります。 
（角谷委員）現実、この各法令を完璧に遵守している中小企業さんって、なかな
かいないと思います。改善項目を見つけて、一緒に改善していくということも報
告されながら進めていくと思いますが、１つ要望があります。工事の方は建設業
特有の雇用形態があり、特に小規模のところでは雇用関係が明確になっていなか
ったり、法令遵守とも言い難いような実態が結構あるものですから、他産業では
理解できない用語とか実態が存在しています。その点について、実施される前に
社労士の方と建設関係の審議員（吉田委員と私）で打ち合わせなどさせていただ
きたいです。世田谷区でもそのように打合せしていると聞きましたので、そのと
ころもお願いできたらと思います。 
（契約管財課長）事務局でございます。角谷委員がおっしゃる通り、来年度以降
については、４月の段階になるのか５月の段階になるのかは分かりませんが、東
京都社会保険労務士会さんに事前に公契約締結事業者の数がどれくらいか、また
どの事業者に対して調査に入るかというのをしっかり受託事業者と調整しながら
進めていきたいと考えております。 
（松尾会長）他にありますでしょうか。 
 それでは、事務局のほうはかなり負担のあることで、事業者の選定と、それか
ら了解を得るのは、結構、見た感じでは大変かなと思いますけど、努力して進め
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ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、この議
題についてはこの程度でよろしいでしょうか。 
 それでは議題の３番目になりますが、「令和７年度労働報酬下限額について」で
す。事務局から説明をお願いしたいと思います。どうぞ。 
（契約管財課長）事務局です。それでは資料５「令和７年度労働報酬下限額につ
いて」をご覧いただきたいと思います。まず「１ 工事請負契約」ですが、（１）
は公契約条例の規定をそのまま記載しているところです。（２）が令和６年度にお
ける労働報酬下限額ということで、本年の３月１日から適用されております東京
都における公共工事設計労務単価の９割の金額を記載したものです。裏面をお願
いいたします。裏面の【参考１】につきまして平成２２年度以降、新宿区は当初、
公契約条例の前身として労働環境の確認に関する要綱というのを定めておりまし
て、その要綱当時からの労働報酬下限額の設定状況を記載しています。平成２２
年度から２６年度が公共工事労務単価が８０/１００、２７年度は８５/１００、
平成２８年度以降が９０/１００と制定させていただいています。【参考２】につ
きましては、公共工事設計労務単価に対する契約業者、公契約締結事業者は 
２，０００万円以上ですので、その労務単価の割合で、公共工事設計労務単価に
対する割合といたしまして１０５%以上の労務単価を払っている件数が１３件で 
１６．３%、１００から１０５%未満が１２件１５．０%、両方合計いたしますと
１００%以上で３１．３%となります。３つめですが、９５から 
１００%未満が２１件２６．２%、９０%から９５%未満が３４件４２．５%です
ので、９５%以上で見ますと５７．５%となっている資料でございます。 
【参考３】が令和６年度の都内公契約条例制定自治体における公共工事設計労務
単価の設定状況でして、世田谷区を除くと９０%、足立区につきましては、前年
度の９０%となっています。この前年度というのは、当該年度の公共工事設計労
務単価ではなくて、その１つ前の年の公共工事設計労務単価の９０%という意味
です。【参考４】につきましては、令和６年度の他区の公契約条例制定他自治体に
おける未熟錬工等の労働報酬下限額の状況でして、新宿区におきましては１日あ
たり１２，３２０円です。墨田区以下につきましては、公共工事設計労務単価に
おける「軽作業員」の単価の７０%と制定しているというところです。新宿区も
同じ考え方に基づいています。 
 ３ページをお願いいたします。「２ 業務委託契約・指定管理協定」についてで
す。（１）は先ほど、工事請負契約と同様に、公契約条例の条文を記載させていた
だいています。その下に分かりやすく図示とまではいきませんが、業務委託契約・
指定管理協定における労働報酬下限額の設定にあたっては、条例で定める当該各
号で定める額とその他の事情の両方を勘案して定める、どちらか一方基準とする
のではないということを、改めて記載させていただいています。「（２）参考資料」
の【参考１】ですが、「要綱又は条例に基づく最低賃金水準額の推移」ということ
で、令和２年度以降の労働報酬下限額を記載してさせていただいています。令和
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２年度と令和３年度は１，０５０円、令和４年度が１，０８０円、令和５年度は
１，２０２円、令和６年度が１，２４５円というところです。その下の郊外施設
につきましては、中強羅区民保養所につきましては１，１５３円、グリーンヒル
八ヶ岳につきましては９７８円、ヴィレッジ女神湖につきましては 
９８８円という労働報酬下限額を設定しているところです。 
 １ページをおめくりいただきたいと思います。次の【参考２】としましては、
東京都における地域別の最低賃金額、これは毎年１０月に改正されるものですが、
それぞれの推移を記載しています。令和元年１０月が１，０１３円、令和２年 
１０月もこれは据え置きです。令和３年１０月は１，０４１円、令和４年１０月
は１，０７２円、令和５年１０月が１，１１３円というところで、その下の行が
それぞれの前年度の差額でプラス２８円、１つ飛びましてプラス２８円、プラス
３１円、プラス４１円、そして【参考３】のところに記載させていただいていま
すが、令和６年１０月から適用される東京都における地域別最低賃金の目安につ
きましては、５０円の引き上げ、すなわち１，１６３円になる予定です。今回の
最低賃金につきましては、昨年度までは A、B、Cランクでそれぞれ金額が違って
たのですが、今年度は A、B、C、それぞれ一律で 50 円の引き上げとなっていま
す。 
 その下に「仮に」のところですが、目安通りに各都道府県が引上げを行った場
合につきまして、全国加重平均は１，０５４円になります。この場合、全国加重
平均の上昇額は５０円（昨年度は４３円）となって、昭和５３年度に目安制度が
始まって以来最高額となります。引上げ率につきましては５．０%（昨年度は 
４．５%）、このような状況です。【参考４】として記載していますが、今月の初
めに人事院から出されました国の人事院勧告の主な概要について記載していま
す。（１）ですが、特別給（期末手当・勤勉手当）については、支給月数を 
０．１０月引き上げる（４．６０月）というものです。１番見ていただきたいと
ころは（２）でして、月例給については民間給与との較差（△１１，１８３円、
△２．７６％）を埋めるため、総合職試験（大卒程度）に係る初任給を 
２９，３００円、一般職試験（大卒程度）に係る初任給を２３，８００円、一般
職試験（高卒者）に係る初任給を２１，４００円、これは１２．８%の引き上げと
いうような内容となっています。これを踏まえまして、国におきましては、若年
層に重点を置き、俸給表を引き上げ改定するというものでした。平均改定率は 
１級（係員）で１１．１％、２級（主任等）につきましては７．６%というような
かたちで人事院勧告が出ているところです。 
 １枚をおめくりいただきまして、５ページをお願いいたします。【参考５】につ
きましては、先ほどご覧いただきました資料３の A４の横使いの資料をご覧いた
だきたいと思います。他の自治体の今年度の労働度報酬下限額の設定状況を載せ
ています。左から４列目のところの太字の部分をご覧ください。【参考６】として
記載していますが、令和５年度の委託契約における労働報酬下限額というところ
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でして、区の業務委託の発注にあたりましては、市場価格なども調査して業務に
必要な経緯を積算しているところです。令和５年度契約案件の労働環境確認報告
書を分析すると、労働報酬下限額の平均額は１，４４５円でした。下の表の説明
ですが、１時間あたりの下限額が１，２０２円、これは令和５年度の労働報酬下
限額が１，２０２円でした。１，２０２円は件数５９件、割合としては 
１９．６%、１，２０３円以上１，２５０円が７７件２５．６%、以下、それぞれ
の金額ごとの件数と割合を記載しているところでして、１番下の行の１番右側平
均値のところをご覧いただきますと、１，４４５円となっています。 
 【参考７】ですが、令和５年度新宿における入札状況、いわゆる落札率を掲載
させていただいています。まず、入札全体で申し上げますと工事につきましては
１３８件、８８．７%の落札率、委託につきましては４４８件、８３．３９%、物
品につきましては１３６件、８６．５０%、次に区長契約のみに絞りますと、工
事が６１件、８９．０８%、委託が１０４件、８６．７１%、物品につきましては
３５件、９０．２３%となっています。さらに、公契約条例対象のみで絞り込み
ますと、工事が区長契約のみと通り同じ数字になっていますが、６１件、 
８９．０８%、委託につきましては、８６件、８７．６７%となっています。な
お、単価合計方式のような入札、売却のための入札については除いています。雑
駁ではございますが、資料の説明は以上でございます。 
（松尾会長）事務局から今、資料の説明がありましたが、質問のある方はいらっ
しゃるでしょうか。 
（八木委員）委託の関係でお聞きしたいのですが、３ページに但し書きで囲いの
中に、いわゆる行政職給料表（二）ということで、高卒の初任給ということで給
料月額とあるのですが、その裏のほうに【参考４】の（２）で、この間出た令和
６年度人事院勧告によると、ここ何年かそういう傾向続いていますが、初任給だ
けを非常に高く引き上げています。心配というか、どうするのかなと率直に疑問
なのですが、例えば令和４年から令和５年に３０円だったものを１２２円上げた
時に、労働時間の計算の仕方を変えたと思いますが、平均有給取得日数を考慮し
て労働時間を増やして計算上、上がるようにしてやって、それは区のほうで現場
の感覚で、いろいろ研究されたのだと思いますけれど、今回、人事院の勧告が出
たら、東京都の人事委員会と区の人事委員会で似たような数字を出してくると思
います。区は意外と特殊なところがありますけど、初任給引き上げて全体的に引
き上げるけど、上は薄く、下は厚く、給料カーブがフラット化というのがこの 
５年、６年の傾向だと思います。これをやった場合に５０円じゃ済まないような
単価の上昇があるのではないかと思うのですが、その辺の考え方はいかがですか。
やはり初任給ベースで行きますか。 
（契約管財課長）事務局です。考え方としましては、当然、行政職給与表（二）
の１の１９号級をベースに考えます。それと、八木委員からご紹介もありました
令和５年度の労働報酬下限額から新宿区職員の平均有給取得日数、これは令和５
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年度の日数は１６日というのはもう出ていますので、それも当然考慮します。ベ
ースとなる金額ですが、昨年度の国の人事委員会は高卒初任給は１２，０００円
上昇というのが出ましたが、特別区の人事委員会は行政職給与表（一）が 
６，０００円、行政職給与表（二）が５，９００円でした。今年度の東京都の人
事委員会の給与勧告と特別区の人事委員会の給与勧告はどのようになるのか想定
できないところはあります。これと同じような引き上げになるのかどうなのかと
いうところはまだ私どもは正直判断しかねているところです。その１年前を申し
上げますと国は高卒初任給は５，０００円だったのですが、特別区が 
６，０００円だったということもありまして、国と地方で毎年何かのズレがある
のですよね。今年度どうなるのかというのは、正直私どもは図りかねています。
ただ、今日のご議論の題材としましては、国はこのように引き上げていますとい
う数字だけはしっかりお示ししているところです。 
（八木委員）あと２点ほどあります。５ページの【参考６】で令和６年度委託契
約における労働報酬下限額にばらつきあるわけですが、この数字を見ていると、
どう見てもこのばらつきはおそらく業種のばらつきだと思います。報酬下限額の
ぎりぎりのところで設定してできるところと、それだとできない業種がこのよう
にばらついて出てきていると思います。今度、しっかりデータを精査して出して
いただきたいです。それから【参考７】の入札ですが、毎回申し上げていますけ
ど、やっぱり９割切るのはどうなのかと思います。よく公契約がらみでよく言わ
れますが、なかなか上がってこないと感じています。そして、委託に限っても、
例えばどういう業種で入札率が低いのかというのも研究されているかと思います
が、その辺はどうですか。工事の関係で入札率が低いことについて、吉田委員に
も率直なところで、新宿区の入札率の低さについて、是非お話しいただきたいと
思います。 
（吉田委員）もっと現場監督がいれば、あと１つでも２つでも取りたいのですが、
とにかく現場監督がいないので取れないというのはありますね。 
（八木委員）人員がということですか。 
（吉田委員）区の場合、掛け持ちできなくて、１人付けなければいけないので、
複数の仕事ができないということがあります。 
（契約管財課長）事務局です。今、吉田委員から技術者の兼務が認められないと
いう話がありましたが、今年の５月１日から特例監理技術者の適用要件を緩和し
ていまして、兼務できる条件を緩めています。技術者が足りないから入札できな
いということについて、人材不足というのは我々の認識しておりますので一定の
対応をさせていただいているところです。ただ実態として、なかなか入札に応じ
てくれない方に事情を聞きますと、やっぱり技術者が足りないという理由は非常
に多いという状況があります。工事に関しましては。先ほど八木委員からありま
した委託については、１件１件出すとかなり多くなってしまいますので、ある程
度まとめた形で、このような委託だとこれぐらいの落札率というイメージでよろ
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しければ、第２回に向けて資料のほうを作っていきたいと思います。 
（八木委員）全部でもいいですよ。お任せします。 
（契約管財課長）第２回には、まず出せるものをお出しします。 
（八木委員）できるものはやっていきたいというのが基本的なスタンスです。是
非お願いいたします。 
（松尾会長）では出せるところで、資料として出していただきましょう。 
（角谷委員）会長、質問よろしいでしょうか。 
（松尾会長）どうぞ。 
（角谷委員）落札率が低いというお話があったのですが、昨年と比べると全項目
の落札率が上がっています。特に工事のほうは公契約と区長契約と同じ件数だっ
たと思うのですが、８６．８６％から８９．０８％と一気に上がっています。平
均値でこれだけ上がるというのは何かあったのでしょうか。 
（契約管財課長）１つは令和６年１月１日から調査基準価格について、予定価格
の７割から９割に設定していたものを、今年の１月１日以降７５/１００から 
９２/１００の間で設定というかたちで、いわゆる低入札になる範囲の引き上げを
行いました。ただ、令和６年１月１日以降ですから、それが直接、このことに影
響しているのかどうか分かりませんが、アナウンスはその前からずっとしていま
した。事業者さんも１月１日以降は、新宿区は低入札調査基準価格を引き上げる
ということを分かっていたと思います。そういうのも１つあるのかなと思います。
私ども発注者側からしましたら、なるべく低入札を排除していこうという姿勢を
見せておりますので、そういうことも１つ価格に反映しているのかなと考えてい
ます。 
（松尾会長）他にいらっしゃいますか。資料や事務局案が出たところで議論して
いただければ良いと思います。どうぞ、角谷委員。 
（角谷委員）全然違う項目なのですが、２ページの【参考２】の「公共工事設計
労務単価に対する契約業者の労務単価割合」という表で、これ毎年出していただ
いている中で、毎回申し上げて申し訳ないのですが、労働環境確認報告書の工事
のほうの賃金の項目の２１番、「当該工事に専ら従事する労働者（下請負している
場合は、下請負先の労働者を含む）で最も低い労働報酬下限額（最低賃金）はこ
の記載のとおりである」というところに記入があったものを抽出されると説明を
受けていますが、設計労務単価の９５%、１００%を超えているというところが、
質問項目に対する事業者の不理解によって生じている回答なのではないかという
懸念があります。そもそも契約時に工事施工よりもずっと前に提出するものです
よね。特に工事のほうは重層下請け構造の中で、質問されているのはどこの部分
の金額かというところに対する理解・周知が行き届いていないと思います。その
点を踏まえた上で、今年は工事のモニタリングはありませんが、来年度以降のア
ンケートと共に、工事のほうは特に十分に周知をするようお願いしたいと思いま
す。 
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（契約管財課長）事務局です。 
（松尾会長）どうぞ 
（契約管財課長）私どもも公契約締結事業者につきましては、当然契約書をお渡
しする時に、この工事は公契約締結案件ですということで、条例の趣旨は全部説
明しているところです。それを受けて事業者の方から契約書と一緒に確認報告書
を出していただいていますが、角谷委員のご指摘いただきましたように、まだ条
例が施行して、丸々５年経ちますけども、中にはもしかしたら条例の趣旨をご理
解いただけていない事業者様もいるかもしれませんので、契約を締結する前に必
ずこの発注案件は公契約締結案件だということ、そして労働報酬下限額が下請け
も含めまして適用されるというところはしっかり今後もアナウンスしていきたい
と考えます。併せまして、来年度以降のモニタリングを実施していく中でしっか
りと周知していきます。 
（松尾会長）他にありますでしょうか。 
 それでは、この議題については、この程度で終わりたいと思います。そうしま
すと、以上で本日の議事はすべて終了いたしました。最後に事務局からご連絡が
あるということですから、お願いいたします。 
（契約管財課長）事務局です。審議員の皆さま、本日は熱心にご審議いただきま
して誠にありがとうございました。次回は、本日の審議内容も踏まえ、また新た
な提出資料にも含めまして、引き続き、令和７年度の下限額についてご議論いた
だきたいと考えております。加えまして、先ほど申し上げました公契約締結業者
のモニタリングの中間報告もさせていただきたいと考えています。日程ですが 
１０月、昨年の例で申し上げますと１１月になりましたけれども、改めましてメ
ールにて日程を調整をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願い
申し上げます。最後になりましたが、本日は大変お忙しい中、ご出席いただきま
して、また熱心にご議論いただきましてありがとうございました。以上です、あ
りがとうございました。 
（松尾会長）それでは、これで令和６年度第１回の労働報酬等審議会を閉会いた
します。皆さま、ご苦労様でした。 
（一同）ありがとうございました。 
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